
登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た
者
が

調
査
業
務
を
行
う
区

分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
調

査
業
務
を
行
う
事
業
所

の
名
称
及
び
所
在
地

第
三
十
三

号

平
成
二
十
四
年

八
月
一
日

株
式
会
社
廣
済
堂

東
京
都
港
区
芝
４
e

６
e

１

２代
表
者

長
代

厚
生

三
十
七

先
行
技
術

調
査（
映
像
機
器
）
株
式
会
社
廣
済
堂

東
京
都
港
区
芝
３
e

４
e

１
２

平成™›年Ÿ月 日 木曜日 第œŸ�—号官 報

`

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

\

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
立
木
の
伐
採
を
禁

止
す
る
。

長
井
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

]

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に

よ
る
。

長
井
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

^

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る

伐
採
種
を
定
め
な
い
。

_

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

`

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
形
県
庁
及
び
長
井
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
特
許
庁
告
示
第
十
六
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ

き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
公

示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
九
日

特
許
庁
長
官

岩
井

良
行

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
九
十
八
号

土
地
区
画
整
理
法（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）

第
七
十
一
条
の
三
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
独
立
行
政

法
人
都
市
再
生
機
構
が
施
行
す
る
盛
岡
広
域
都
市
計
画
事

業
盛
岡
南
新
都
市
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
（
第
七
回
）
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
九
日

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

一

施
行
者
の
名
称

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

二

事
業
施
行
期
間

平
成
六
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
平

成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

岩
手
県
盛
岡
市
下
太
田
杉
田
及
び
下
太

田
谷
地
の
各
一
部
並
び
に
本
宮
字
稲
荷
、
字
小
屋
敷
、

字
熊
堂
、
字
泉
屋
敷
、
字
谷
地
、
字
林
古
及
び
字
宮
沢

の
全
部
並
び
に
本
宮
字
荒
屋
、
字
鬼
柳
、
字
小
幅
、
字

野
古
、
字
蛇
屋
敷
、
字
松
幅
、
字
平
藤
及
び
字
久
保
筋

の
各
一
部
並
び
に
向
中
野
字
向
中
野
、
字
野
原
、
字
五

合
田
、
字
千
刈
田
、
字
台
太
郎
及
び
字
八
日
市
場
の
全

部
並
び
に
向
中
野
字
石
川
町
、
字
才
川
、
字
鶴
子
、
字

道
明
、
字
中
島
及
び
字
細
谷
地
の
各
一
部
並
び
に
下
鹿

妻
字
北
の
一
部
並
び
に
飯
岡
新
田
１
地
割
、
飯
岡
新
田

３
地
割
、
飯
岡
新
田
４
地
割
、
飯
岡
新
田
５
地
割
及
び

飯
岡
新
田
８
地
割
の
各
一
部
並
び
に
飯
岡
新
田
２
地
割

の
全
部
並
び
に
南
仙
北
一
丁
目
の
一
部

四

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

盛
岡
広
域
都
市
計
画

事
業
盛
岡
南
新
都
市
土
地
区
画
整
理
事
業

五

事
務
所
の
所
在
地

岩
手
県
盛
岡
市
西
仙
北
一
丁
目

十
六
番
十
号

六

事
業
計
画
の
認
可
の
年
月
日

平
成
六
年
五
月
二
十

四
日

七

事
業
計
画
の
変
更
（
第
七
回
）
の
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
九
日

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
九
十
九
号

土
地
区
画
整
理
法（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）

第
七
十
一
条
の
三
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
独
立
行
政

法
人
都
市
再
生
機
構
が
施
行
す
る
山
形
広
域
都
市
計
画
事

業
蔵
王
み
は
ら
し
の
丘
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
規
程

の
変
更
（
第
三
回
）
及
び
事
業
計
画
の
変
更
（
第
五
回
）

の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。平

成
二
十
四
年
八
月
九
日

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

一

施
行
者
の
名
称

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

二

事
業
施
行
期
間

平
成
十
三
年
五
月
十
六
日
か
ら
平

成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

山
形
県
山
形
市
大
字
松
原
字
大
明
神
山

の
全
部
並
び
に
大
字
松
原
字
雨
ケ
沢
、
字
石
原
坂
、
字

坂
ノ
上
、
字
長
者
屋
敷
、
字
堤
頭
、
字
八
ケ
森
、字
原
、

字
弥
陸
原
、
字
峯
岸
及
び
字
山
ノ
神
の
各
一
部
並
び
に

大
字
黒
沢
字
沢
、
字
雨
ケ
沢
の
各
一
部
並
び
に
金
瓶
字

狼
石
山
の
全
部
、
字
高
谷
山
の
全
部
並
び
に
上
山
市
金

瓶
字
高
谷
山
、
字
山
ノ
上
及
び
字
狼
石
山
の
各
一
部
並

び
に
北
町
字
外
原
の
一
部
並
び
に
大
字
松
原
字
大
明
神

山
の
全
部
、
字
坂
ノ
上
の
全
部
並
び
に
大
字
松
原
字
原

の
一
部

四

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

山
形
広
域
都
市
計
画

事
業
蔵
王
み
は
ら
し
の
丘
土
地
区
画
整
理
事
業

五

事
務
所
の
所
在
地

山
形
県
山
形
市
大
字
松
原
一
五

〇
四
番
地
二

六

事
業
計
画
の
認
可
の
年
月
日

平
成
十
三
年
五
月
十

六
日

七

施
行
規
程
の
変
更
（
第
三
回
）
及
び
事
業
計
画
の
変

更
（
第
五
回
）
の
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八

月
九
日

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
号

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）

第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
区
間
の
指
定

に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
九
日

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

指
定
区
間
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示

指
定
区
間
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
二
年
運
輸

省
告
示
第
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。本

則
の
表
七
八
の
項
及
び
八
三
の
項
を
削
り
、
一
六
二

の
項
中
「
宮
浦
港
と
木
江
港
と
の
間
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
海
上
保
安
庁
告
示
第
百
九
十
三
号

水
路
業
務
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
号
）
第
八

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
路
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
九
日

海
上
保
安
庁
長
官

鈴
木

久
泰

一

水
路
測
量
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

茨
城
県
つ
く
ば
市
東
一
e

一
e

一

二

水
路
測
量
を
実
施
す
る
区
域
及
び
期
間

イ

区
域

Ë

北
緯
二
六
度
、
北
緯
二
六
度
四
二
分
、
東
経
一

二
六
度
、
東
経
一
二
六
度
五
六
分
の
各
経
緯
度
線

で
囲
ま
れ
る
海
域
（
陸
域
を
除
く
）

ô

北
緯
二
八
度
一
〇
分
東
経
一
二
七
度
一
〇
分
、

北
緯
二
八
度
一
〇
分
東
経
一
二
九
度
五
〇
分
、
北

緯
二
六
度
五
〇
分
東
経
一
二
八
度
四
〇
分
、
北
緯

二
六
度
五
〇
分
東
経
一
二
七
度
一
〇
分
の
各
点
で

囲
ま
れ
る
海
域
（
陸
域
を
除
く
）

ロ

期
間

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
日
か
ら
平
成
二

十
四
年
九
月
十
三
日
ま
で

三

水
路
測
量
の
実
施
方
法

Ｇ
Ｐ
Ｓ
に
よ
る
測
位
、
マ

ル
チ
ビ
ー
ム
測
深
機
に
よ
る
地
形
調
査

四

航
行
船
舶
に
対
す
る
安
全
処
置

イ

水
路
測
量
に
従
事
す
る
船
舶
は
、
水
路
業
務
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
運
輸
省
令
第
五
十
五
号
）

第
六
条
に
定
め
る
標
識
を
掲
揚

ロ

十
管
区
水
路
通
報
第
三
十
一
号
（
平
成
二
十
四
年

八
月
十
日
発
行
）、
十
一
管
区
水
路
通
報
第
三
十
二

号
（
平
成
二
十
四
年
八
月
十
日
発
行
）

〇
環
境
省
告
示
第
百
十
九
号

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太

平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出

さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関

す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境
省
令

第
三
十
三
号
）
別
表
第
四
の
備
考
４
及
び
５
の
規
定
に
基

づ
き
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
湖
沼
及
び
海
域
を
次
の
よ
う

に
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
九
日

環
境
大
臣

細
野

志

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地

方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故

に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の

汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

別
表
第
四
の
備
考
４
及
び
５
に
規
定
す
る
環
境
大

臣
が
定
め
る
湖
沼
及
び
海
域

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太

平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出

さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関

す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
別
表
第
四
の
備
考
４
及
び
５

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
湖
沼
及
び
海
域
は
、
昭
和
六
十
年

五
月
環
境
庁
告
示
第
二
十
七
号
（
窒
素
含
有
量
又
は
燐り
ん

含

有
量
に
つ
い
て
の
排
水
基
準
に
係
る
湖
沼
を
定
め
る
件
）

に
規
定
す
る
湖
沼
及
び
平
成
五
年
八
月
環
境
庁
告
示
第
六

十
七
号
（
窒
素
含
有
量
又
は
燐
含
有
量
に
つ
い
て
の
排
水

基
準
に
係
る
海
域
を
定
め
る
件
）
に
規
定
す
る
海
域
と
す

る
。
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